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保育所（園）の入所申込
令和 7 年 4 月入所

　下の「申込受付日時・場所
（要予約）」を確認し、都合
の良い日時の候補を複数決
めて、予約受付期間内にウェブフォーム
か電話で予約してください（申込順）。
電話受付時間　午前９時３０分～午後５時
予約先　保育課（ ０４９・262・9035）

配布場所　保育課（市役所本庁舎 2
階）、大井総合支所市民総合窓口
課、出張所、各認可保育所（園）

※市ホームページからもダウンロー
ド可。
※準備に時間のかかる書類がありま
す（就労証明書など）。お早めに申
込書類を受け取ってください。

　必要書類は必ず事前に全て記入の上、
提出してください。不備があると受け付
けできないことがあります。
※予約順や受付順は、選考に全く関係あ
りません。
※予約の無い受付は行いません。
※予約時間に受付場所へ来ていない場
合、空いている受付時間へ変更する可能
性があります。
※状況により、受付開始時間が遅れる可
能性があります。

申込受付日時をウェブ・電話予約
ウェブフォーム：１０月２日㈬～　　
　　　　　　　17日㈭

電話：１０月２１日㈪～２3日㈬

step２step１
申込書類を受け取る
９月18日㈬から配布

step３
入所申込（書類確認と面接）
１０月３１日㈭～１１月６日㈬

申込書類のダウンロードや詳
細は、市ホーム
ページをご覧く
ださい。

　来年4月に保育所（園）へ入所を希望する人の申込受付を行います。複数の申込受付日を設け、ウェブフォームか電話予約の上、受
け付けします。保育の必要性の認定を基準に行う選考の結果、希望する施設へ入所できない場合もあります。

 保育課（ ０４９・２６２・９０３５）

対象年齢　来年4月1日時点で生後２カ月（来年2月1日までに出
産予定）～5歳

保育所（園）とは　誰でも利用できる施設ではなく、保護者が日
中家庭で保育できない（保育の必要性の認定に該当する）場
合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です

保育の必要性の認定とは　保護者が、一定の基準を満たす就
労や就学、求職活動、妊娠・出産、疾病・障がいなどの理由
によりその子を保育できないときに認定されます

※詳しくは、市ホームページまたは申込書類をご確認ください。

注意事項　①本年度に入所申込を行い、現在入所保留となっ
ている人も、新たに申し込み手続きが必要です。

　②11月７日㈭以降の申し込みは、欠員が生じた場合の次回
選考の取り扱いとなります。

　③市外の保育所（園）を希望する人は、その市区町村へ申込
方法や期限などを確認の上、本市保育課へご相談ください。
相談後、保育所を所管する自治体の申込期限の2週間前まで
に保育課への申し込みが必要です。期限を過ぎると、4月入
所の申し込みができません。

入所申込の手順

申込受付日時・場所（要予約）

時間　午前９時～正午、午後 1 時～５時
　各時間① 00 分から② 15 分から③ 30 分から④ 45 分から

木 金 祝 火 水

10/31 １１/ 1 １１/ ３ １１/5 １１/6

市役所本庁舎
２階保育課

ゆめぽると（大井総合支所
２階）多目的ホール

日程・場所　下表のとおり
施設見学に
行ってみてね




